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【足立区地域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部会」】会議録 

会 議 名 足立区地域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部会」  

（令和３年度第２回） 

事 務 局 子ども家庭部 子ども政策課 

開催年月日 令和３年１２月２１日（火） 

開 催 時 間 午前１０時～ 

開 催 場 所 足立区役所 中央館８階 特別会議室 

出 席 者 

 （計２６名） 

（部会員） 

齊藤多江子、野辺陽子、片野和恵、野尻和良、川下勝利、古庄宏吉、 

大西洋平、田中孝子、大高秀明、鳥山高章、久米浩一、上遠野葉子 

（特別部会員（意見表明者）） 

小谷博子、廣島清次、中嶋篤子、高祖常子、三浦昌恵、小田恵美子、 

中台恭子、首藤広行 

（事務局） 

子ども政策課長 菊地 崇 

（関連部署） 

子ども施設入園課長 安部嘉昭、住区推進課長 寺島光大、 

子ども施設運営課長 島田裕司、親子支援課長 長谷川澄雄 、 

私立保育園課長 櫻井健（敬称略） 

欠 席 者 （部会員）飯田今日子 （敬称略） 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

 

議事内容（議事要点・決定事項・調査事項・問題点・特記事項・次回予

定・その他） 

１ 審議・調査事項 

(1) 家庭的保育事業の認可手続き及び利用定員の確認について 

＜子ども施設入園課＞ 

２ 報告事項 

(1) 民設学童保育室及び指定管理学童保育室の選考状況について 

＜住区推進課＞ 

３ 情報連絡事項 

(1) 令和２年度 あだちっ子歯科健診の実施結果について 

＜子ども政策課＞ 
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(2) 千住保育園完全民営化に伴う事業者公募について 

(3) 足立区子ども施設指定管理者の評価結果について 

＜子ども施設運営課＞ 

(4) 令和４年４月入所に向けた保育施設利用申込の受付について 

＜子ども施設入園課＞ 

(5) 学童保育室の令和４年４月入室に向けた申請受付について 

(6) 令和４年度学童保育室入室承認基準指数表の変更について 

＜住区推進課＞ 

(7) 「足立区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業」及び「足立区ひと 

り親家庭自立支援教育訓練給付金事業」の対象者拡大について 

(8) 「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金事業」の実施について 

＜親子支援課＞ 

 

そ の 他 
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（審議経過） 

菊地子ども政策課長 

 始めさせていただきます。 

 本日は、お忙しい中、足立区地域保健福祉

推進協議会「子ども支援専門部会」にご出席

いただきまして、ありがとうございます。 

 私は、本日の司会進行を務めさせていただ

きます、子ども政策課長の菊地でございます。

よろしくお願いいたします。 

 着座にて進めさせていただきます。 

 前回に引き続きまして、本日も区の新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン

に基づきまして、参加者には会議でのマスク

着用をお願いしております。また、対策とし

て座席間の間隔を設けておりますので、ご不

便をおかけいたしますが、ご協力をよろしく

お願いします。 

 それでは、資料の確認をさせていただきま

す。 

 本日の資料は、事前に郵送させていただい

ておりますが、お持ちでしょうか。お持ちで

ない場合は事務局までお申出ください。 

 よろしいでしょうか。 

 また、本日、机上に配付させていただいた

資料は全部で５点でございます。 

 まず１点目、子ども支援専門部会委員名簿、

２点目、次第、こちらは申し訳ございません

が、差替えをお願いいたします。３点目、情

報連絡事項８、右上に情報連絡事項８と記載

している令和３年度子育て世帯の臨時特別

給付金事業の実施について、４点目、委員か

らいただいた事前質問に対する回答、５点目、

委員からいただいた提案書となります。 

 以上が本日の資料でございます。不足等は

ございませんでしょうか。 

 続きまして、前回委員紹介をさせていただ

きましたが、ご欠席でいらっしゃいました委

員を改めてご紹介させていただきます。 

 恐縮ではございますが、名簿順にお名前を

お呼びいたしますので、その場でご起立をお

願いします。 

 部会長となります日本体育大学より齊藤

多江子様です。 

 

齊藤部会長 

 よろしくお願いします。 

 

菊地子ども政策課長 

 それでは、改めてよろしくお願いいたし

ます。 

 議事に入ります前に、進行上ご協力いただ

きたい点がございます。 

 本日の開催に当たって、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、会場定員を制限さ

せていただいて参加していただいておりま

す。 

 それでは、ただいまより「子ども支援専門

部会」を開催いたします。 

 この専門部会は、足立区地域保健福祉推進

協議会「子ども支援専門部会」設置要綱第５

条第１項により、過半数の出席により成立い

たします。 

 現在、過半数に達しておりますので、会議

は成立しております。 

 また、本日の会議は「足立区地域保健福祉

推進協議会公開要綱」に準じて、傍聴席をご

用意しております。 

 会議中は録音、写真、ビデオ撮影等は禁止

となっておりますので、ご理解のほどお願い

いたします。 

 議事の円滑な進行に何とぞご協力をお願

いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 ご発言いただく場合は、お手元のマイクの

ボタンを押していただき、お名前をおっしゃ

っていただいてからお話しいただければと

様式第２号（第３条関係） 
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思います。お話が終わりましたら、前のボタ

ンを押していただければと思います。 

 それでは、齊藤部会長、議事の進行をよろ

しくお願いいたします。 

 

齊藤部会長 

 よろしくお願いいたします。 

 では、本日の案件は、審議・調査事項が１

件、報告事項が１件、情報・連絡事項が８件

となっております。 

 本日の会議終了時刻は、予定ですけれども、

１１時１０分頃を予定しております。 

 各項目のご審議に当たりまして、委員の皆

様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 議事の進行につきましては、従来どおり、

審議・調査事項と報告事項のみ事務局より説

明をいただきます。情報連絡事項は、事前に

ご覧いただいていることを前提に、説明は割

愛させていただきますけれども、本日新しい、

新たな配布資料がございます。それは、情報

連絡事項８の令和３年度子育て世帯への臨

時特別給付金事業の実施について及び各案

件に対する事前質問への回答は、後ほどご説

明をいただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 では、審議・調査事項１家庭的保育事業の

認可手続及び利用定員の確認について、安部

子ども施設入園課長より説明をお願いいた

します。 

 

安部子ども施設入園課長 

 おはようございます。 

 子ども施設入園課長の安部でございます。

よろしくお願いいたします。 

 着座にてご説明をさせていただきます。 

 資料の１ページ目をご覧いただけますで

しょうか。 

 件名は、家庭的保育事業の認可手続及び利

用定員の確認についてでございます。 

 子ども施設入園課で所管しております家

庭的保育事業、いわゆる保育ママの認可手続

などをするに当たりまして、児童福祉法、子

ども・子育て支援法に基づきまして本案を提

出させていただくものでございます。 

 まず、認可の理由でございます。 

 １の(１)をご覧ください。 

 保育ママにつきましては、定年を設定して

おりますが、近年中に定年等を理由に、当該

保育ママに従事している保育補助者に事業

を継がせたいという意向がございましたの

で、昨年度、令和２年度から事業の引継ぎを

開始しております。昨年度につきましては、

保育ママからの事業継承は、３名の保育ママ

から事業継承の意向がございまして、昨年度

中に継承の対象である保育補助者に研修、審

査会等を実施しているところでございます。 

 このうち２名につきましては、今年度４月

から事業を継承することから、事業を引き継

ぐ当人に対して、改めて認可をするために、

昨年度中に調査事項として当専門部会に既

にご提出をさせていただいておるところで

ございます。 

 このたび残り１名につきましても、令和４

年４月、来年度から事業を継承いたしますの

で、同様に改めて当人に認可手続を行いたい

というふうに考えております。 

 ２ページをご覧いただけますでしょうか。 

 今回認可手続の対象となっております保

育ママの氏名、所在地、定員、保育室の面積

等の一覧をこちらに記載させていただいて

おります。 

 また、１ページ目にお戻りいただきまして、

１の(４)でございます。 

 認可の年月日についてでございますが、先

ほど申し上げたとおり、こちらは令和４年４

月１日付という形にしております。 
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 なお、こちらにつきましては、今やってい

る場所でそのまま補助者の方が継続して実

施するというものになりますので、新規で保

育ママの方が増えるとか、そういったもので

はなくて、継続してその場でやるという事業

になっております。 

 私からの説明は以上です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、この案件について、ご意見等ご

ざいますでしょうか。 

 ご質問等がないようであれば、本案のとお

り進めていくということで異議なしという

形にしたいと思いますけれども、よろしいで

しょうか。 

 それでは、異議ないものとして、進めさせ

ていただきます。 

 続きまして、報告事項のほうに入ります。 

 報告事項１民設学童保育室及び指定管理

学童保育室の選考状況について、寺島住区

推進課長より説明をお願いいたします。 

 

寺島住区推進課長 

 住区推進課長の寺島でございます。よろし

くお願いいたします。 

 着座にてご報告をさせていただきます。 

 お手元の資料のほうは、３ページをお開き

ください。 

 件名につきましては、ただいまご報告があ

ったとおりでございます。 

 学童保育室の整備計画、毎年度見直しを行

っているところでございますが、こちらに基

づきまして、令和４年４月１日付の開設とい

うところで、民設学童保育室 1か所、また指

定管理学童保育室につきましては、期間満了

に伴う３か所の更新と、２か所の新規開設を

予定しているところでございます。 

 大きな１番のところ、民設学童保育室でご

ざいますけれども、舎人小学校、舎人第一小

学校地域で募集をさせていただきました。２

事業者が応募に応じていただきまして、８月

２３日に選考のほうを行いました。結果、運

営予定事業者といたしましては、エルシーワ

ークス株式会社が選定されたところでござ

います。 

 続きまして、４ページでございます。 

 こちら、大きな２番、指定管理学童保育室

の選考状況についてでございます。 

 （１）番のところにつきましては、指定期

間満了に伴う学童保育室、３か所でございま

す。ア、さかえっこ学童保育室、イ、千寿学

童保育室、ウ、竹の塚学童保育室です。 

 このうち、さかえっこ学童保育室と千寿学

童保育室につきましては、現運営事業者が選

定されたところでございます。ウの竹の塚学

童保育室につきましては、事業者が交代とな

りまして、新たに株式会社日本保育サービス

が選定されたところとなっております。 

 隣、５ページでございます。 

 （２）番、こちらは新規開設に伴う学童保

育室が２か所ございます。 

 アのところが、統合で新しくなります江北

小学校の中に設けられます江北五色のさく

ら学童保育室、こちらは運営候補者といたし

ましては、エルシーワークス株式会社が選定

されております。こちらは、３事業者の手が

挙がりまして、競争の結果、エルシーワーク

ス株式会社が選定されております。 

 イのさくら学童保育室でございます。こち

らは改築になります綾瀬小学校内に設置さ

れる学童保育室でございます。こちらにつき

ましても、９事業者が手を挙げまして、プロ

ポーザルの結果、株式会社明日葉が選定され、

運営事業者の候補者となっております。 
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 ６ページ以降につきましては、選考状況で

ありますとか、指定管理者の概要について記

載させていただいております。 

 私からの報告は以上になります。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 では、次に、本日配付させていただいてお

ります情報連絡事項８、令和３年度子育て世

帯への臨時特別給付金事業の実施について

ということで、長谷川親子支援課長より説明

をお願いいたします。 

 

長谷川親子支援課長 

 親子支援課の長谷川でございます。 

 着座にてご説明をさせていただきたいと

思います。 

 本日配付させていただきました右肩に情

報連絡事項８という資料をご覧いただけれ

ばと思います。 

 令和３年度子育て世帯への臨時特別給付

金事業の実施についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期

化する中で、その影響により苦しんでいる子

育て世帯を支援する観点から、高校生までの

子どもさんがいらっしゃる子育て世帯に対

して、特別給付金を支給するものでございま

す。 

 なお、児童手当受給者等申請不要の方につ

きましては、年内に支給をするというもので

あります。 

 １番、対象児童でございます。申請が不要

な対象児童は、令和３年９月分の児童手当、

これは本則給付と書かせていただいており

ます、支給対象児等が約７万２，０００人。

それと、その児童手当を支給されていらっし

ゃる方と同じ世帯の１６歳以上１８歳以下、

高校生の方、同世帯の対象者が約１万３，０

００人、全部で８万２，０００人を対象とさ

せていただいております。この方々が申請不

要の対象児童ということで考えてございま

す。 

 申請が必要な対象児童につきましては、１

６歳以上１８歳以下のみの子どもさんを有

する世帯並びに公務員の世帯でございます。

公務員の方々につきましては、児童手当を勤

務している役所のほうから直接受給してお

りますので、私どものほうから児童手当を受

給している情報を持っておりませんので、そ

の方々は申請をしていただくという形にな

ります。それが約２，０００人で、合計、対

象児童数、約１０万人を想定してございます。 

 給付支給対象者でございますが、先ほどお

話しをさせていただきました児童手当の支

給者の方々について所得限度額の表を書か

せていただいております。 

 児童手当のほうは、収入ではなく所得が受

給の基準になりますので、テレビ、マスコミ

等々で９６０万円ということが大分言われ

ておりますけれども、これは扶養が３人いる

世帯の場合の目安の年収でございまして、所

得にしますと７３６万円以上の方になって

まいります。 

 裏面をご覧いただけますでしょうか。 

 国から示されている支給金額でございま

す。児童１人当たり１０万円、当初５万円プ

ラスクーポン券５万円というところでござ

いましたが、５の児童手当支給対象児等を有

する世帯への支給についてというところに

記載させていただきましたが、先行給付分５

万円に加えまして、追加給付分の５万円も、

現在一括して支給できるように準備を進め

させていただいております。 

 支給のほうは年内ということで考えてご

ざいます。 

 次、６の申請が必要な者への支給について
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でございます。先ほどお話しいたしました１

６歳以上、高校生のみを有する世帯と公務員

につきましては、１月以降、ご申請をいただ

いた方から順次審査の上、支給をさせていた

だきたいと考えてございます。 

 現在、執行体制につきましては、１２月６

日付で新たに子育て臨時特別給付金係を設

置し、現在対応させていただいているところ

でございます。 

 私のほうからは、説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、こちらも本日配付をさせてい

ただいております委員からの事前質問とい

うものがありまして、質問者は古庄部会員に

なっております。当該の資料を探していただ

けますでしょうか。 

 こちらの質問に対する回答について、担当

課より説明をお願いいたします。 

 

菊地子ども政策課長 

 子ども政策課長の菊地でございます。 

 着座にて説明させていただきます。 

 配付資料、事前質問に対する回答をご覧い

ただきながら、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 私からは、質問１のあだちっ子歯科健診の

実施結果についてのご質問に対するご回答

をさせていただきます。 

 ご質問は大きく 2点ございます。 

 地域による虫歯の状況はどのようになっ

ているのか。２点目が、エリア施設連絡会と

は何か、そしてどのような取組をしているの

か、その２点でございます。 

 まず１点目でございます。 

 当初、虫歯のある子どもの割合というもの

に地域差があると捉えておりまして、分析を

進めておりました。その中から、地域によっ

ての特徴というものを見いだして、それを生

かして支援につなげていけると考えていた

ところですが、在籍園でお子さんの状況を捉

えている関係上、住居エリアが違うところか

らその施設に通っていらっしゃるお子さん

も多数いらっしゃるようですので、この地域、

このエリアが虫歯の多い地域と特定するこ

とが困難な状況でございました。 

 そのため、施設種別での比較を進めて比較

したところ、区立園で虫歯のあるお子さんが

多いという状況が分かってまいりました。 

 そのため、今年度、特に虫歯のお子さんが

多い区立園２園を対象に歯科衛生士が歯科

指導を実施しているといった状況でござい

ます。 

 ２点目の質問でございます。 

 エリア施設連絡会でございますが、こちら

は正式名称ということではなく、例として小

学校、幼稚園、保育園の所属長ですとか、小

学校の先生方も入っていただく幼保小連携

ブロック会議ですとか、またエリアごとで独

自で実施している所属長の連絡会など、こう

いったものを想定しての名称として記載さ

せていただいておりました。 

 どんな取組をしているかというところで

すが、今年度につきましては、コロナ禍にお

いてほとんど会議が中止になっている中、開

催できた会議に、歯科衛生士が参加させてい

ただき、「歯と口の健康づくり」についての

説明をさせていただいているといった状況

がございます。 

 私からは、以上となります。 

 

齊藤部会長 

 お願いします。 
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島田子ども施設運営課長 

 質問２について答えさせていただきま

す。 

 子ども施設運営課、島田と申します。よ

ろしくお願いします。 

 それでは、座らせていただいて、ご説明

申し上げます。 

 指定管理の評価ですが、まずご質問いた

だいたのが、違う評価内容で違う評価点で

評価していたのですかというご質問でござ

います。 

 これは全くそのとおりでございまして、

施設によって、例えば私どもは保育施設を

担当しておりますが、例えば文化スポーツ

施設、それから地域センターなど、施設は

いろいろございまして、施設によって評価

内容はそれぞれ異なります。 

 ただ、大事なところは、ご質問いただい

たように、基本となる何の項目を評価する

のかというところのベースですよね、財務

性であったり、それから、今回改正した中

にもありますけれども、利用者の満足度と

いうのが何割とか、そういった大まかな決

めは区全体として決めてありましたので、

そのところを平成 29年から５段階という形

で、ベースになるところは区全体で決めて

きたところです。 

 ただ、私どもの子どもの施設について

は、お子さんを預かっているというところ

で、ほかの施設と違った視点もあったとい

うこともありまして、それで担当課と協議

をしながら、３点、２点、１点、零点と４

段階の評価をしていました。 

 今回大きく変えたのは、５点制というの

は、３点が基準点であります。つまり３点

を取っていれば、こちらが、区役所側がお

願いしている評価で、Ａにはならないです

けれども、Ｂというんですか、中間でやっ

ていただけているという評価はできる。 

 ところが、私どもは３点を、つまり基準

点より、例えば４点、５点が３点に含まれ

ていた、よりよくいろいろ活動していただ

いた、運営していただいているところに配

点されていなかった。 

 逆に言うと、標準点であればＡクラスと

いうような評価になってきていた事実があ

りましたので、それではきちっとした評価

にならないのではないかということもあり

ました。そのきっかけになったのは、ちょ

うど昨年の今頃に社会福祉法人が運営でき

ないということで、ある保育園を区直営に

変えたという事実がありました。そこで評

価の内容をもう少し精査すべきと議会から

もいただきまして、見直しを何度もした上

で、区の標準の点数の５段階評価というと

ころに直し、先ほど申しました得点割合の

ところも見直し、そしてこの１９ページに

もございますけれども、点数のランク分け

もそれによって少し精査したというところ

でありました。 

 以上です。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 終わりでよろしいですかね、大丈夫でし

ょうか。 

 

島田子ども施設運営課長 

 失礼しました。質問３のご回答でござい

ます。 

 委員会での意見についてのご質問です

ね。 

 今回、主に大きなところを２つ、記載さ

せていただいておりますが、その他にも意

見はございました。 

 アンケートはどんなものかということで
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すが、アンケートが、ここに記載しており

ますけれども、大体６割を超えてほしいな

という、こちらとしては希望があります

が、なかなかそこまでいっていない園もあ

るということもありました。 

 また、回収率が低い計のその中で評価が

高いとしても、それは評価が高いというこ

とにはならないんじゃないかというご意見

も、委員の中からいただいておりました。 

 ご質問の回答としては以上です。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ここから報告事項と情報連絡事

項の質疑応答を行いたいと思います。 

 ご意見、ご質問ある方、お願いいたします。 

 廣島委員、お願いいたします。 

 

廣島委員 

 １つ、参考としてお聞きしたいんです

が、１０万円の給付のことでございますけ

れども、対象者が約１０万人ということで

すが、１８歳以下の子どもの全員に支給す

る場合との差をお教えいただきたいという

のが一つと、自治体によっては、単独で予

算計上しているというところもございます

が、足立区はその方針じゃないとお聞きし

ていますが、その辺のことについての意見

をお伺いしたいと、このように思います。 

 

齊藤部会長 

 お願いいたします。 

 

長谷川親子支援課長 

 まず、対象１０万人とご説明させていた

だきましたけれども、所得制限枠を外れて

いる方もいらっしゃいます。所得制限を超

えていらっしゃる方を、私どもで約１万人

というふうに想定してございます。これ

は、児童手当を支給されて、所得制限を超

えていらっしゃる方でございます。 

 こちらは国の事業でございますので、国

の事業に合わせて、今現在所得制限を設け

ているところでございます。 

 あと、２点目のところは、他の自治体と

の後について確認をさせていただきたいの

ですが廣島先生、すみません。 

 

廣島委員 

 実は、実際、基礎自治体の中で、単独事

業として行う予定のところもあると聞いて

おりますけれども、足立区として、例えば

ジェンダー平等というような観点からする

と、これ世帯年収じゃない形で積算してい

ますよね。あくまでも世帯主のことですか

ら、この辺の考え方、今後はどのような捉

え方をされるかということについてのご意

見を伺いたいと。 

 

長谷川親子支援課長 

 大変申し訳ございませんでした。 

 まず、今回この事業は、先ほどお話をし

ましたように、国の事業を区のほうで実施

させていただくというものでございまし

て、区の単独事業ではございませんので、

国の指針に沿って実施をさせていただくと

いうことでご理解を賜れればと思っており

ます。 

 ですから、世帯年収というご指摘をいた

だきましたけれども、今、児童手当の受給

の条件の中では、生計中心者の所得という

ことで支給認定を決めるという判断をされ

ておりますので、私ども、今現在はこの仕

組みに沿って、この国の事業を実施してい

くということで考えているところでござい

ます。 
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廣島委員 

 ありがとうございます。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 高祖委員、お願いします。 

 

高祖委員 

 高祖です。 

 質問３に関連したところなんですけれど

も、ちょっと的外れかもしれませんが、ア

ンケートの回収率が園によって結構ばらつ

きがあるというところです。これは保護者

を対象としたものということですので、保

護者、スマホで答えられる、そのアンケー

トの方式について、区のほうがひな型を示

すというふうに書いてありますけれども、

紙に書かせるというようなものだとなかな

か回収率が上がらないと思いますので、そ

ういうような工夫をぜひ今後していってい

ただければなというふうに思います。 

 これは意見ということでお願いします。 

 

齊藤部会長 

 では、野尻委員、お願いいたします。 

 

野尻委員 

住区センター連絡協議会の野尻と申しま

す。 

 委員長会議のときに、職員が集まらない

と。お辞めになってから応募してもなかな

か集まらない。そういう中で、ネックは、

これは例えば交通費が出ないとか、いろん

な、それから給料のしがらみもある、そう

いうふうなことでなかなか集まらない。そ

ういう事態が、皆さん、委員長でそういう

お話が出ています。 

 指定業者に移ると、やはり指定業者のほ

うは、そういった面では福利厚生等も非常

に優遇されているのではないかというよう

に思うんですね。そういう面で、なかなか

選んだときに、どうしてもそっちの指定業

者のほうに取られてしまうのかなと、比較

した場合は。そういうところがあるのかな

ということで、大抵指定業者に全部委ねる

というのは、やはり大変な予算もかかると

思いますね。ですから、そういったことを

踏まえて、今は交通費ぐらいは出てもいい

んじゃないかというような話が出ていま

す。そういうようなところをどう捉えるの

か、ひとつお願い申し上げたいということ

でございます。 

 

齊藤部会長 

 よろしくお願いします。 

 

寺島住区推進課長 

 ご質問ありがとうございます。 

 恐らく学童保育室の指定管理に関するご

質問だというふうに思います。 

 職員さんがなかなか集まらないというこ

とは、私どももいろいろお伺いしていると

ころであります。指定管理事業者のほう

が、給与面等、待遇がよいのではないかと

いうお話もありましたが、金額だけ見る

と、指定管理事業者も、いわゆるパートさ

んの金額を見ると、住区の職員さんよりも

低く募集している例も見受けられますの

で、一概にはそちらのほうがいいともなか

なか言えない部分もあるかなというふうに

は思っております。 

 一方、今、委員のほうから交通費のお話

がございました。これにつきましても、や

はり各住区センターのほうからご意見等を

頂戴しているところでありますので、何と
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かこの部分を出せるようにできないものか

というところも含めて、財政部門と協議の

ほうを進めているところでございます。 

 以上ですが、よろしいでしょうか。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 小谷委員、お願いします。 

 

小谷委員 

 東京未来大学の小谷と申します。 

 今の住区センターの職員さんのことを、

ちょっと私も分からないので教えていただ

きたいんですが、私の大学なんかは、今、

指定業者などに就職する学生が結構いて、

児童館の職員とかというので児童指導員の

資格で就職している学生が、結構今出てき

た何社か、うちの学生が就職しているなと

いう会社さんだったんですけれども、実際

に、逆に住区センターのほうでの採用とい

うのは、どういう方がなられるんですか。

区が採用している正規の職員さんとはまた

別なんですかね。 

 それによって多分働き方とか、若い職員

の方だと、低賃金でもこれからどんどん上

がるという見込みで続けられると思うんで

すが、そのあたりとかも含めて、今の住区

センターの採用されている、どういう方が

職員さんになられているのかなという状況

を教えていただきたいなと思います。 

 どちらに伺えばいいんですか、区のほう

で採用なんですか。１回、行ったらアルバ

イト募集していますとかと言われたことも

私があるので、学生さん、アルバイトお願

いしますなんて声をかけられたので。実

際、状況として、多分ほかの委員の方も分

からないと思うので、教えていただきたい

んですけれども、状況を。 

 じゃ、区のほうから伺っていいですか。 

 

寺島住区推進課長 

 住区推進課のほうでご回答させていただ

きます。 

 もちろん野尻委員長もお分かりなんです

けれども、各住区センターにつきまして

は、管理運営委員会という形で、地域の

方々に運営をしていただいている状況にな

ります。そこで勤務される学童の職員など

は、その管理運営委員会が雇用するという

形で、区が直接雇用という形ではなくて、

管理運営委員会が雇用するという形になっ

ております。 

 ちなみに、学童保育室で勤務していただ

く場合には、基本的には時給で 1,100円

で、放課後児童支援員の有資格者の方につ

きましては 1,250円という単価で営業させ

ていただいている状況でございます。 

 

小谷委員 

 継続年数はどれくらいなんですか。そこ

でちょっと続けたら、次は今度違う事業者

に移るというか、最初は地元だけれども、

今度、それこそ施設長になるから、ほかの

ところに行くという感じで、継続年数は短

いんではないかなとか、キャリアアップを

考えるとちょっと難しいのかなとか、例え

ば私が学生に言ったら、アルバイト中はい

いけれども、やっぱりもっと違うところが

あるんじゃないとか、育ててもらうには、

もっとこういう組織立ったところで勉強し

たほうがいいんじゃない、なんてアドバイ

ス、つい教員だったらしてしまいそうなん

ですが。どうなんですか。 

 

寺島住区推進課長 

 ちょっと細かい数字が手元にはないので
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恐縮なんですけれども、住区センターです

と、基本的にはやはり地域の方々がお勤め

いただいている例が非常に多くて、逆に指

定管理事業者ですとか、民間の学童保育室

ですと、若い職員さんが多くいて、今、先

生がおっしゃったようなキャリアアップと

かという形もあるので、住区センターのほ

うが比較的勤務年数は長いというふうに認

識しているところです。 

 

野尻委員 

 勤務年数につきまして、我々委員会でい

ろいろと採用等々をしていますけれども、

結構長く、ご本人がやられたいということ

であれば、問題なければ長く、うちの場合

でも十何年というのはざらにいます。なか

なか辞められないです。 

 だけれども、そういう方が辞めてしまう

と、大量に辞めてしまうとどうしようもな

いと、そういう事態が生じますので、徐々

に循環するような感じはしています。ぜひ

役所を通して今後されたらいいとは思いま

す。 

 

小谷委員 

 じゃ、採用は区を通してという形なんで

すか。 

 

野尻委員 

 区のほうにその旨、できる体制になって

いますしね。区のほうに、やりたいと思

う、そういうお勤めをしたいということで

あれば、区のほうに申し込んでください。 

 

小谷委員 

 そうしましたら、別の質問からさせてい

ただきたいんですけれども、そうすると、

長い期間勤めている方がいらっしゃると、

例えば後から入ってきた方が、例えば私な

んかも大学で教えていても、毎年毎年教え

る内容というのは、少しずつ重要な最新の

情報が出てきて、虐待対応で今こうなって

いるよとか、発達障害の名称もこうやって

変わってきているよとか、国の指針とか世

界中の基準を合わせて、毎年教える内容は

変わってくるんですけれども、その対応の

仕方が、長くからいる方がいると、若い方

も言いづらいとか、逆に、研修制度、多分

区でやっていらっしゃると思うんですけれ

ども、なかなか地域差が多分生まれるよう

な気がいたしました。 

 そして、例えば児童指導員の資格を持っ

た学生がすぐ就職しても、やはりそこでい

ろんなところに回っていく中で、学んでい

くというか、研修というか、経験を積ん

で、今度この場所に移動しましたとかとい

う、人の流れみたいなものがあると思うん

ですけれども、地元によってやはり格差が

かなり出てくるんではないかなと思うんで

すが、そのあたりはどうなんですかね。区

とかもやはり地域差というか、あるんでし

ょうか、住区センターの職員に。先ほどの

採用とかも含めて。 

 

野尻委員 

 それは人間同士のあれですからね、なか

なかそういうものもあると思うんですけれ

ども、その辺のところをできるだけうまい

対応をしながら、仲よく進めていくという

ことには努めております。 

 

小谷委員 

 外部に任せているところに人気が集まる

とか、そういうのは区のほうとかも感じた

りされるんでしょうか。 
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寺島住区推進課長 

 特段人気に差があるということは、あま

りないというふうに思っております。 

 

小谷委員 

 じゃ、皆さん、地域の学童に行かれると

いう感じなんでしょうか。 

 

寺島住区推進課長 

 やはり小学生ですので、距離的なもので

すとか、そのあたりが非常に選ばれる要因

としては大きいのかなというふうに思って

おります。 

 

小谷委員 

 そうすると、職員さんの採用がだんだん

死活問題というか、運営する側で苦労され

ているという感じでよろしいんですか。 

 分かりました。ありがとうございまし

た。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 中嶋委員、お願いします。 

 

中嶋委員 

 教えていただきたいことがあるんですけ

れども、来年度、令和４年度の保育件数を、

今年度と比べてどのように予定していらっ

しゃるのか、分かる範囲で教えていただきた

いんですけれども。 

 

齊藤部会長 

 大丈夫ですか。 

 お願いします。 

 

櫻井私立保育園課長 

 私立保育園課長のほうから回答させてい

ただきます。 

 来年度、令和４年４月の見込みになります

けれども、保育児童数としては１万４，４０

０で、保育定員としては１万６，０００とい

うところで今予測しているところでござい

ます。 

 こちらにつきましては、次回の会議のとき

に、新プランの改定として、詳細のほうをご

報告できればと考えております。 

 

齊藤部会長 

 本日、報告と情報連絡事項に上がっている

内容の中で質問や、それからご意見あります

でしょうか。 

 高祖委員、お願いします。 

 

高祖委員 

 高祖です。 

 ２３ページのところで、２番のところです

ね、入所における主な見直し点というところ

です。主な就労場所の差を設けることが適当

ではなくなったとか、主たる保護者を母とい

うことではなくてというようなことで、廃止

をいただいたことはすごくよかったかなと

いうふうにまさに思っております。 

 そして、その次のところの２４ページのと

ころで、保育コンシェルジュという、そうい

う仕組みというか、やっぱりすごくいいと思

うんですけれども、この中で見せていただく

と、１日平均１．９件というようなこともあ

りますし、私自身も足立区で保育コンシェル

ジュという方がいたんだというのをちょっ

と存じ上げておりませんで、やっぱり本当に

相談したい方というのは実はいっぱいいる

と思うので、その部分を、別に質問とかそう

いうあれではないんですが、ぜひ、ちょうど

その対象年齢の方の家庭というのは絞られ

てくると思いますので、多少プッシュ型とい
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うか、情報発信の仕方を工夫していただいて、

せっかくつくりました、お困りの人は使って

くださいというよりは、こういうのがあるの

でぜひ積極的に相談してくださいというよ

うな感じで、今後ちょっと工夫していただき

たいなというふうに思いました。お願いしま

す。 

 

齊藤部会長 

 お願いします。 

 

安部子ども施設入園課長 

 所管しております子ども施設入園課長の

安部でございます。ありがとうございます。 

 保育コンシェルジュにつきましては、もう

結構数年来、やらせていただいております。

初めての方がいらっしゃるかもしれないの

で、簡単にご説明すると、保育園の入園の手

続をご説明するというよりは、足立区にはこ

ういった保育施設がありますよであるとか、

手続をする前段の部分で結構、申込時期であ

りますとか、分からない方、ご不安に感じる

方がいらっしゃいますので、そういった方々

に対してご案内させていただいている事業

でございます。 

 順次いろんなところで情報発信に当たっ

ていただいておりますが、確かに我々もまだ

十分ではないと感じておりますので、いろい

ろなところで引き続き情報発信に努めてい

きたいというふうに考えております。 

 私からは以上でございます。 

 

齊藤部会長 

 小谷委員。 

 

小谷委員 

 保育コンシェルジュのことについて追加

というか、私、この制度、６年ぐらい前から

できたときからちょっと知っているんです

が、そのときは、保育園がすごく定員いっぱ

いで、その間、保育ママさんにするかどうか

とかというのをお母様方がすごく悩んで、保

育コンシェルジュさんに相談してというの

をちょっと聞いていたんですけれども、最近

もうほとんどの園が定員割れをされている

ような状況を見ると、逆に保育コンシェルジ

ュさんに相談すると、どこを勧められている

のかなと不安があります。 

 例えば公立園なのかとか、今、普通の民間

園でも募集しています、というのがいろんな

ところで貼られている、スーパーに行っても

貼られていたりとか、近くの園が貼ってあっ

て、認可園なのにそういう状態で、取り合い

になっているんではないかなというふうに

思うので、逆に保育コンシェルジュさんの役

割というのは、区はどういうふうに捉えてい

るのかなというのを教えていただけたらと

思います。 

 

齊藤部会長 

 お願いします。 

 

安部子ども施設入園課長 

 引き続き入園課長の安部でございます。 

 まさにおっしゃるとおりで、いわゆる保育

施設に特化してご案内するコンシェルジュ

については、今おっしゃるように、待機児童

も解消してきた中で、一つの節目を迎えてい

るのかなというふうに思っております。 

 なので、我々としては、一歩先にではない

ですけれども、さらなるコンシェルジュのレ

ベルアップが必要だと感じておりますので、

まさに保育施設コンシェルジュではなくて、

保育コンシェルジュなので、要するに保育施

設のご案内だけではなくて、例えば保育、子

育て全般でちょっと心配なところがあると
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か、そういったところもこの相談の中でうま

く酌み取って、直接助言ができなくても、関

係施設をご案内するであるとか、今後はそう

いったことも必要になるのかなというふう

に感じておりますので、少しずつそういった

取組も始めているところでございます。 

 

小谷委員 

 分かりました。ありがとうございました。 

 

齊藤部会長 

 ということは、いろんな様々な子育て世帯

が利用できるということを理解してもらう

ということがとても大切ということですよ

ね。施設を利用したいという方々だけじゃな

いということが、今後は大事だと、そういう

ことです。 

 ほかにありますか、いかがでしょうか。 

 大丈夫でしょうか。 

 では、本日、古庄委員のほうから、本日配

付させていただいていると思うんですけれ

ども、足立区私立幼稚園協会の古庄委員から

提案書が提出されています。 

 本来、議題を提案していただいて、それに

関して議論をするような場では、ここはない

んですけれども、いろんなご意見を本日はお

伺いさせていただければというふうに思っ

ています。 

 まずは、この経緯であったりとか、あと資

料もついていますので、どういった提案書な

のか、また資料１のほうの表の見方等、具体

的に古庄委員のほうからご説明いただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

古庄委員 

 足立区私立幼稚園協会の古庄と申します。 

 議題を提案する場ではないということで、

その中でお話をさせていただくということ

で、大変ありがとうございます。 

 私ども足立区私立幼稚園協会、それから足

立区私立幼稚園協会父母の会連合会という

保護者の組織でございますが、その連名で、

毎年足立区に対しては、保護者に対する補助

について要望書を提出させていただいてお

ります。 

 私ども、子育てをする全ての家庭が皆さん

平等に支援されるべきだというふうに思っ

ております。幼稚園、保育園との差、または

公立、私立の差、子ども園における１号児と

２号児の差、そういうものがないということ

が望ましい姿だと思っております。 

 私ども、その提案をさせていただく中で、

保護者の要望としては、ページをめくってい

ただきますと、表がございます。足立区の私

立幼稚園にお子さんを通わせる保護者に対

する補助が、あまりにも保育園または認定こ

ども園の２号児のほうと違いがあり過ぎる。 

 少しその辺について説明させていただき

ますが、その違いは保育料の負担について、

それから給食費の負担について、３つ目は預

かり保育の負担についてというその３点、お

話しさせていただきますが、この新しい子ど

も・子育てというようなことが始まってから、

幼稚園の園児は新１号児というふうになっ

たわけですね。それは、幼稚園に通わせてい

る保護者全員がそうなんですが、その中で、

新２号児というのができております。今まで

２号児というのは保育園に、ご両親が仕事を

されていて、保育の必要性があるというのが

２号児ということなんですが、幼稚園でもそ

ういう家庭が大変増えております。そういっ

た方については、新２号児ということで、そ

ういう保護者も保育の必要性の認定を受け

るには、仕事場の就労証明をいただいて、ご

両親のですね、提出して、そして新２号児と

いう認定を受けるわけですが、保育園の２号
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児と同じ要件であります。 

 そうした方々も幼稚園に通っているわけ

ですが、保育料については、保育園の２号児

が全く無償に今なっていますが、幼稚園児で

は、これは国の基準もありますので、それか

ら、それに対して東京都が上乗せをしていた

だいて、足立区でも、上乗せしていただいて

おりますが、上限が決まっています。３万３，

０００円。それ以上については、保護者の負

担ということになります。ここがまず１つ大

きな違いであります。 

 今、幼稚園等でも、なかなか教員等が採用

できない、保育園でもそうだと思いますが、

そして、給与とかが大変上がってきています。

ですが、なかなかそれに対応できない。人件

費が上がってくるのは、まず保育料に直結し

てきますので、幼稚園等でもそれを上げざる

を得ないような状況でございますが、なかな

か保護者の負担が増えてしまうということ

で、心配をしているところでございます。 

 ２つ目が、給食費の負担です。 

 当初、無償化が始まったところで、保育園

の副食費については徴収をするということ

で、足立区はやっておりましたけれども、そ

れがいつの間にか徴収しないということに

変わってしまいまして、全く給食費について

も、保育園、幼稚園とも保護者の負担はあり

ません。 

 しかし、私立の幼稚園に通わせる保護者に

とっては、負担が全額負担となります。一部

年収によっては、または兄弟が第３子という

ような場合には副食費とか、下の＊印に書い

てありますが、２２５円相当が支給されてお

りますけれども、ほとんどの方はそれに対す

る補助がないということですね。 

 一方、保育園については、これは国が決め

ている金額ですけれども、主食費が月額３，

０００円、それから副食費が月額４，５００

円、合計７，５００円が無償になっているわ

けですね。 

 幼稚園の給食が毎日行っているところも

あれば、そうではないところもあるとか、そ

ういうふうなことをおっしゃっております

けれども、お弁当でもそれは家庭で費用負担

が当然発生しているわけで、保護者の方も時

間をつくってそうやって作っていただいて

いるわけですが、そういったものに対するも

のと大分違いがあるんじゃないかというふ

うに思います。 

 ３つ目は、預かり保育に対する負担です。 

 上の表の一番右のほうに、令和２年度対象

園児数というのがありますけれども、保育園

のほうでは７，０００人からの園児がおりま

すが、これ令和２年度の数字で、また今は大

分変っていると思いますが、幼稚園のほうで

も新２号の方は２，０００人以上いるわけで

すね。これよりもう少し増加していると思い

ますけれども、そういった保育認定を受けい

ている方ですが、そういった方に対しては、

保育園は無償ですが、幼稚園の保護者に対し

ても、新２号の方に対して自己補助があるん

ですが、これがまた上限があるんですね。１

日５５０円、月額１万１，３００円という上

限がありまして、その下の私立幼稚園の平均

的費用というのが書いてありますが、そこに

預かり保育の金額が書いてあります。これは

平均的費用ですので、これ以上高いところも

あるし、低いところもあると思いますが、分

かりやすいように数字を載せてありますが、

通常保育終了後の預かり保育にすると、１日

８００円、２０日間で１万６，０００円にな

ります。もうこれで保護者費用負担は発生し

ます。 

 早朝の預かりを受け入れている園も多い

んですが、それをやるとさらに６，０００円

増えます。 
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 幼稚園は学校の一種でございますので、夏

休み、冬休み、春休みとあります。その間も

多くの園は預かり保育を実施しています。そ

れを利用すると３万円の費用になりますか

ら、相当な額が保護者負担に残るわけです。 

 そして、新１号という、仕事をしていない

方、そういった方も家庭のご事情で通院する

とか、またはＰＴＡ活動に参加するとか、そ

ういったときにお子さんを預けるというこ

とがございますけれども、そういったときに

は保護者に対する補助が全くありません。 

 こんなに大きな違いがあっていいのかな

と、私は常々思っています。この無償化の元

は国がつくった制度でありますけれども、地

方自治体では、ほかの区でもいろいろ補助を

しているところがあります。給食費の負担を

している区もあります。 

 そういった中で、保育園で無償にして、幼

稚園、１号児に対しては補助がないというの

は、大変おかしい状況じゃないかなと思って

おりますが、この辺、この委員会には、子育

てを考える会でございますし、子育て当事者

もいらっしゃいますので、いろいろご意見が

あればお伺いして、できればこれを施策に反

映していただきたいと思っております。 

 ちょっと分かりづらい説明で申し訳あり

ませんが、よろしくお願いいたします。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 この説明等に関してご質問や、またそれぞ

れの委員の皆様からのご意見をいただきた

いというふうに思いますけれども、いかがで

しょうか。 

 三浦委員、お願いします。 

 

三浦委員 

 子育て団体の三浦です。 

 私たちも数年前に、プレに入るのも並んで、

もう本当に何日も寝ながら入るような幼稚

園だったりとかというのを見てきていて、最

近は、ママたちのお話を聞いていると、やっ

ぱりプレ自体がスムーズに入れるという、そ

れはどうしてかというと、やっぱり保育園に

流れている、この制度になってから、急に保

育園にみんなが流れていって、何でと言うと、

保育園が安いから、だから１回退職していて

も、パートとかで働いて保育園に行ったほう

がいいよねという会話が、年々増えてきてい

るのを実感しています。 

 なので、このままだと幼稚園はどうなって

しまうんだろうねという会話が、スタッフの

間でも出ているので、すごい現場の中でも感

じていることです。現場の状況です。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 小谷委員。 

 

小谷委員 

 大学の側とすると、保育園に就職を希望す

る学生が増えていて、幼稚園側から求人を出

されても、出せる学生がいないというのが保

育教育センター側の意見で、私のゼミで、た

またま幼稚園教諭を取る学生も結局、大きな

会社の組織で、幼稚園に行きたいと言っても

大きな会社の組織に行って、どこになるか分

からない、後で３月ぐらいに配属が決まると

いう感じで、やっぱり大きな組織がすごく強

くなっているなというふうな感じがして、個

人個人の昔からやっているような小さい幼

稚園は、本当に採用に苦労されているんでは

ないかなと。 

 特に、足立区は長くからやっていらっしゃ

る園が多いと思うのですが、うちの大学とし

ても地元にありながらなかなかお送りでき
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る学生が少ない、学生が、もし資格を持って

いたとしても、保育園を希望する学生がもう

多くなっているという現状です。 

 先生もそうですかね、どうですかね。 

 

齊藤部会長 

 いや、またうちはちょっと状況が違うので。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 川下委員。 

 

川下委員 

 民間保育園連合会の川下です。 

 古庄先生のこの資料１の説明をお聞きし

たいんですけれども、まず施設の幼稚園認定

こども園と、保育園認定こども園という、こ

の認定こども園というのは、これは上の例で

いくと、幼稚園型の認定こども園という趣旨

の書き方なんですか。下が保育園認定こども

園というふうに、認定こども園が両方に書い

てあるんですけれども、これがどういう意味

で区分けをしたのかが分からないので教え

ていただきたいのと。 

 あと、＊の２番のところ、副食費４，５０

０円というのは、確かに国が言っている話だ

ろうと思うんですけれども、この主食費の３，

０００円というのは、金額自体は国が明らか

にしていないんですね。 

 そして、国の運営費には、主食費が入って

いませんでした。ですから、主食費を取ると

か、主食を持っていらっしゃいと、こういう

指導をしていたんですね。 

 東京の場合はたまたま都加算で頂いて、主

食を出してはいたんですけれども、この３，

０００円という金額が、ちょっとどこから出

てきたのかなというところの、その２点だけ

をちょっと確認というか、聞かせていただけ

るとありがたいと思います。 

 

古庄委員 

 まず、１つ目の認定こども園、足立区にあ

るのは幼稚園型、保育園型がございますので、

こども園の中には、従来幼稚園に通わせてい

るような 1号のお子さんと、それから保育の

必要性があるということで２号のお子さん、

それから中には新２号のお子さんもいらっ

しゃる、そういうふうに、私、認識しており

ます。 

 それから、主食費の３，０００円というの

は、この新制度が始まったときに３，０００

円と伺っておりましたので、記載させていた

だきました。 

 

川下委員 

 この幼稚園認定こども園というのは、私学

助成の幼稚園と。 

 

古庄委員 

 そうですね、ごめんなさい。これ、幼稚園

と認定こども園。 

 

川下委員 

 私学助成の幼稚園というのは上のところ

で、下のところが保育園と、幼保連携型も幼

稚園型も地方裁量型も含めた認定こども園

という趣旨の説明でいいんですかね。そうす

ると、上のところは、私学助成の幼稚園とい

うことだと、認定こども園という文言じゃな

いということでいいんですよね。 

 そうすると、説明がよく分かる。 

 

古庄委員 

 上のところは、幼稚園と認定こども園。 

 

川下委員 

 幼稚園と認定こども園。 
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古庄委員 

 認定こども園は１号者がいますので。 

 

川下委員 

 幼稚園だと、幼保連携型だってありますよ

ね。 

 

古庄委員 

 はい。 

 

川下委員 

 その、じゃ、幼保連携型の認定こども園の

１号認定のことを言っていらっしゃるんで

すか。 

 

古庄委員 

 はい。幼保連携型の認定こども園です。 

 

川下委員 

 分かりました。すみません。 

 

齊藤部会長 

 ちょっと私も、そこ分かりづらかったとこ

ろなんですよね。制度が違う、新制度と私学

助成のままの幼稚園がおありになるので、こ

の表だとちょっと読み取りづらかったんで

すけれども、今のご説明をもう一度お伝えい

ただけますか。 

 

古庄委員 

 幼稚園は私学助成の幼稚園もあります。そ

れから、施設型給付の幼稚園もあります。上

のパターンは、そういった幼稚園と、それか

ら認定こども園の１号者と新２号者です。 

 下は、保育園と、それから認定こども園そ

れぞれの２号者という意味です。 

 おかしいですかね。菊地さん、おかしいで

すか。 

 

齊藤部会長 

 どうぞ。 

 

高祖委員 

 高祖です。 

 すみません、国のほうに若干関わっていた

りするのですが、新年度の枠の中であれば、

それは同じはずなんだと思うんですね。そし

て、本当に幼稚園が今まで積み重ねてきたと

ころはすごく大事かなというふうに思うん

ですけれども、やっぱり子どもの側に立つと

いうような議論が、今国のほうでもされてお

ります。子どもの側に立つと、親の就労で、

働いていたら保育園、働いていなかったら幼

稚園で、親が保育園に、例えばもう幼稚園に

行っていたけれども、働き始めたので保育園

というような。だからそういうようなことに

ならないようにというか、やっぱりそこはま

とめていこうということで、保育指針とか幼

稚園指針とかももうほぼ統合されてきてい

るというふうに思っておりますので。 

 やっぱり現状の細かい輪郭のところは、私

もちょっと全部把握しきれておりませんが、

就学前の子どもたちのやっぱり居場所とい

うか、そういうところで、もうちょっと大き

な観点からどういうふうにしていくのがい

いのかというようなところに立って、国のほ

うも、団体の方もちょっとお考えいただいた

り、利用していただけないかなというふうに

思います。 

 ごめんなさい。感想みたいな感じで申し訳

ないです。 

 

齊藤部会長 

 お願いします。 

 

菊地子ども政策課長 
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 すみません。先ほどの古庄委員からの資料

のところですね。幼稚園、認定こども園の新

１号、新２号のところです。ちょっと担当の

ほうから解説させていただきます。 

 

川崎私立幼稚園係 

 私立幼稚園係の川崎と申します。 

 古庄先生の説明で、大体そのとおりなんで

すけれども、施設の説明をさせていただくと、

まず、幼稚園というものと保育園というもの

がありまして、認定こども園というのは幼稚

園と保育園両方あるんですね。 

 この制度上で、子ども・子育て支援新制度

というところになったときに、ちょっと新１

号とまた違うんですけれども、幼稚園児は１

号で、保育園が２号、細かく言うとゼロから

２歳児は３号という形で、１号、２号、３号

という形に分かれていまして、幼稚園児が新

制度によって、幼稚園３歳児以上は、園児さ

んは１号、保育園は２号で、認定こども園の

中には、幼稚園の部分の１号児さんと保育園

の部分の２号児さんがいらっしゃるという

ことになります。 

 先生のほうでおっしゃりたかったのは、幼

稚園と保育園で差がありますよということ

なので、表の上と下に分かれていまして、幼

稚園の部分のところと、認定こども園の１号

児部分ということで、上が幼稚園のくくりと

いうことになりまして、下が保育園と認定こ

ども園の中での２号児部分ということで、幼

稚園と保育園で補助金が状況が違いますよ

ということになりまして。 

 新１号、新２号というのは、また無償化で

ちょっと新しく始まったところで、非常に分

かりづらいんですが、幼稚園のところの１号

児の中で、さらに保育園に預け入れるときに、

保育の必要性というものが必要になりまし

て、幼稚園に通われている１号者の中でそこ

に該当している方が、１号者なんですけれど

も、さらに新２号の認定も取れるので、その

方については、幼稚園の預かり保育について

の補助が出るということになるので、このよ

うな表の記載になるということになります。 

 古庄先生、よろしいでしょうか。 

 

古庄委員 

 はい。ありがとうございます。 

 

齊藤部会長 

 幼稚園に通われている中で、保育園に預け

たいというふうに思いながらも、でも幼稚園

に通うに当たって、その新２号という認定を

取っておくことで、保育の必要性というもの

が付加されているということですね。なので、

新２号ということですか。 

 

古庄委員 

 いや、今のはちょっと違うと思いますが、

幼稚園に通っている保護者の中で、保育園に

通わせたいけれどもということではなくて、

ご両親がお仕事をされていて、保育の必要が

あるという認定を受ける、それによって、預

かり保育を利用した場合にも、要は補助が多

少受けられるというふうになっているとい

うことです。 

 

齊藤部会長 

 ということは、親御さんが幼稚園をあえて

選んでいるということですね。 

 

古庄委員 

 はい。 

 

齊藤部会長 

 じゃ、お金のことに関しても、ご理解いた

だいた上で選んでいるということも一つあ
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るということですよね。前提としてはあると

いうことですね。 

 

古庄委員 

 はい、そうですね。 

 

齊藤部会長 

 分かりました。 

 ほかにご質問ある方、いらっしゃいますか。 

 区のほうからは、ご説明は大丈夫ですか。

特に追加で何かありますか。国からの制度の

上に乗っかっていると思うので、いかがでし

ょうか。 

 

菊地子ども政策課長 

 幼稚園を所管しております子ども政策課

長の菊地でございます。 

 制度上のものは、国のほうが示したものプ

ラス区が上乗せしているような内容で、古庄

委員からご説明いただいたところでほぼ補

足等はございませんが、やっぱり各区におい

て、それぞれ幼稚園に対する支援の内容とい

うか、厚さというところは差があるというこ

とで間違いない事実でございます。 

 足立区といたしましても、例えば今のご説

明の中にはございませんでしたけれども、幼

稚園独自で、保育施設ではかからない入園料

がございますけれども、そちらのほうは所得

の制限等をなくした形で、１０万円を上限に

補助しているですとか、古庄委員からもお話

しいただいておりますように、保育料の部分

についても、上乗せということで３万３，０

００円まで、他と比較してみますと、平均保

育料を基に保育料の上限を決めているとこ

ろがほとんどですので、その区の状況によっ

ては我々の区より高いところも当然ござい

ますけれども、あまり保護者の方にご負担い

ただかないような形で、なるべく無償化に近

づけているような形での対応というのは、区

としても最大限取らせていただいておりま

す。 

 ただ、様々、もともとの制度の違いが保育

園と幼稚園とでございますので、差が出てく

るのは致し方ないところはございますが、な

るべくその差を埋められるようなところ、な

るべく保育園だけじゃなく、幼稚園も、一緒

の足立区のお子さんですので、子育て支援の

ほうを長年やっていただいておりますので、

そこを支援できるような形で、どういう補助

ができるかというところは、古庄会長はじめ、

協会の方々と協議をさせていただいて、検討

させていただきたいとは考えております。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。よろしくお願い

します。 

 保育料のことですけれども、子どものこと

に関しては、最近とても大事にされつつあっ

て、こういった補助金のことがいろいろ議論

になっていますけれども、やはり税金がかか

っていくということには変わりがないです

よね。ですので、やはり今後はもっとこうい

ったことを考えていく上では、やっぱり保育

の質のことをセットで考えていくというこ

とがますます大事。ということは、外部評価

がやっぱり付き物だと、私自身は思っていま

す。 

 先ほど幼稚園のほうでは、制度が違う形で

幼稚園を運営しているということが、今、実

態として出てきていて、その制度によって、

この外部評価の在り方、私学助成の場合は、

外部評価は基本的にありませんで、そういっ

た問題もありますから、そういったところも

含めて、ぜひお金の問題をセットで考えてい

ただけるといいかなというふうに個人的に

は思っております。 
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 ありがとうございました。 

 では、ここをもちまして、本日の議事を終

了させていただきたいというふうに思いま

す。 

 円滑な議事進行にご協力いただきまして、

ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

 

菊地子ども政策課長 

 齊藤部会長、ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局から連絡事項が３

点ございます。 

 まず、次回の日程でございます。令和４年

３月２２日火曜日、１４時から、第３回の子

ども支援専門部会を開催させていただく予

定となっております。 

 会場につきましては、区役所８階特別会議

室、本日の会場と同様の場所でございます。 

 次に、２点目でございます。 

 本日の会議録についてですが、こちらは後

日、委員の皆様方にご送付させていただきま

す。内容等をご確認いただきまして、誤りな

どございましたら事務局までご連絡をお願

いしたいと思います。 

 最後、３点目、本日お車でお越しの方につ

きましては駐車券をご用意しておりますの

で、出口で事務局職員までお声がけいただけ

ればと思います。 

 それでは、本日の子ども支援専門部会を終

了いたします。 

 長時間、どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 


